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「生体認証」とは、一人ひとり異なる体の特徴を利用して本人を確認する技術です。ATM等でのお取引の際、「暗証番号」に加え、あらかじめキャッシュ
カードのICチップ内に登録したお客さまの生体情報（指静脈パターン）と、実際お取引されるお客さまの指静脈パターンを照合して、本人であることの
確認を行います。指静脈の情報は体内にあるため、キャッシュカードの盗難にあった場合の被害防止に有効です。 

生体認証とは？

生体認証 I C キャッシュカードのご利用までの流れ

生体認証 I C キャッシュカード対応 A TM ご利用方法

ご登録後、すぐに生体認証対応 ATM でご利用いただけます！

※代理人カードの場合、
　左記1と4をご持参のうえ、
預金者ご本人さまと一緒
にご来店ください。

1.生体認証ICキャッシュカード
2.お通帳　
3.お届印　
4.ご本人さま確認資料（運転免許証、パスポート等）

当行本支店にご来店いただき、窓口
にて生体情報をご登録ください。

・ご本人さま確認資料
（運転免許証、パスポート等）
・お届印

お申込み後、1週間前後で郵送にて
お手元にカードが届きます。
※生体情報のご登録前は、従来の
ICカードと同様にご利用いた
だけます。

ご来店の際にご用意いただくもの

生体情報のご登録時にご用意いただくもの口座を新規に開設される方

・お通帳　・お届印

ご来店 ご登録

口座を既に開設されている方

1 窓口にてお申込み

生体認証ICキャッシュカードを
生体認証対応ATMに挿入します。

2 お手元にカード到着 3 生体情報のご登録

1
生体認証装置に登録した指を
かざします。

4ケタの暗証番号を入力してくだ
さい。お取引を開始します。

2 3 4
お振込み お振替えお引出し

お申込みは 武蔵野銀行の本支店窓口でお申込みいただけます。お手続きの際はお届印が必要となります。

指静脈認証により高いセキュリティを確保し、
お客さまの大切なご預金をお守りします。

指静脈認証という、ご本人以外には
ご利用できない認証方式を採用し、
お客さまの大切なご預金を守ります。

安心です。
磁気ストライプ併用ですので、コンビニ
など提携金融機関のATMでもご利用
できます。

便利です。

生体認証
ICキャッシュカード
むさしの

お取引種類を選択 カードを挿入 読取装置で認証 暗証番号を入力

キャラクターICカード新登場



武蔵野銀行の生体認証対応ATMには「生体認証対応」との
ステッカーを貼付してあります。

武蔵野銀行および提携金融機関の生体認証対応ATMで
ご利用いただけます。

磁気ストライプを併用しているため、コンビニなど提携金融
機関のATMでも暗証番号のみでご利用いただけます。

ご利用いただけるお客さま

個人のお客さま

お申込みいただける口座

※「③磁気ストライプによるお取引き」には、
 MTA応対未CIの関機融金携提各びよおMTA外舗店・内舗店行当）1（   

）すまれま含も料数手込振るかかにみ込振お、はに額度限用利ご（み込振おるよにドーカとし出引お金現ので等MTAニビンコ）2（   
い払支おるよにドーカトッビデ）3（   

   が含まれます。

普通預金／貯蓄預金

お申込み方法

代理人カード

お客さまの1口座に1枚発行できます。
代理人は、ご本人の配偶者の方に限らせていただきます。

ご利用可能なATM

●お手続きの際はお届印が必要となります。

生体認証による取扱いを始める前に、お客さまの指静脈パターンをご登録ください

本カード発行日または切替日の10年後の月末日
※有効期限到来時には新しい生体認証ICキャッシュカードをお届出の
住所に送付します。（新しいカードには再度当行窓口にて生体認証
情報の登録が必要となります。）

※普通預金はキャラクターカードもお選びいただけます。

有効期限

●安全性をより高めるために、「②ICによるお取引き」「③磁気ストライプによるお取引き」の1日あたりATMご利用限度額の引下げをお勧めしま
）。すまきでもとこるす定設に円0れぞれそ、ていつに記上、たま。すまけだたい定設で位単円万1、は額度限用利ご（。す

●生体認証ICキャッシュカードが届きましたら、当行窓口でお客さまの指（2本）の静脈パターンを登録させていただきますので、お手数ですが
お届印、本人確認資料等、必要書類をご持参のうえご来店ください。
　なお、指静脈パターンの登録前は、ICキャッシュカードとしてご利用できます。
●指静脈パターンを登録済みの生体認証ICキャッシュカードでのお引出し等の際には、お引出し等をされる方の指静脈パターンと照合させて
いただきます。

生体認証ICキャッシュカードのご案内

お取扱内容

① 生体認証によるお取引き（IC・磁気ストライプによるお取引きを含みます）

　　 ② ICによるお取引き（磁気ストライプによるお取引きを含みます）

　　　　 ③ 磁気ストライプによるお取引き※

1日あたりのご利用限度額（口座開設時の設定額）

300万円

200万円

  50万円

武蔵野銀行の本支店窓口でお申込みいただけます。
現在ご利用のキャッシュカードから切替、新規口座開設と
同時のお申込みが可能です。

1日あたりのATMご利用限度額

お取扱内容に応じて、1日あたりのご利用限度額があらかじめ設定されています。
ATM等により、お客さまごとに個別設定することも可能です。

ご登録された生体情報は銀行内には保管いたしません

お客さまの生体情報（指静脈パターン）は、お客さまが所持されるICキャッシュカード上のICチップ内に暗号化して保管し、
武蔵野銀行では保管いたしません。また、生体情報は生体認証対応ATMおよび窓口に設置した生体情報登録機等での
取引きの際に利用し、本人確認以外の目的では利用いたしません。

受付時間／平日9：00～17：00（土・日・祝日・振替休日・12/31～1/3を除きます）
武蔵野銀行 ダイレクトバンキングセンター

お問い合わせ


